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　中堅以上の規模の企業であれば人材開発部門を持つところは多い
が、病院で独立した人材開発部門を持つところはまだ数少ない（済
生会の資料によると、全国 81病院中、人材開発室、教育センター
等の人材開発部門を有するのは 11病院である）。
　この序章では、まず病院における人材開発部門の一例として当院
の場合を取り上げ、組織体制と業務内容、そして業務の進め方を説
明する。その後、組織の理念・基本方針から人材開発の個別の施策
に至る一連の流れをお伝えする。

人材開発部門、当院の場合
　社会福祉法人恩賜

財団済生会は、1911 年の開設以来 110 年余り、“施薬救療”
（せやくきゅうりょう）の創立の精神を引き継ぎ、全国で種々の医療・
福祉事業を展開している社会福祉法人である（図表０-１）。その済生会
の一員である済生会横浜市東部病院は、横浜市で５番目の地域中核病院
として 2007 年に開院した。横浜市鶴見区・神奈川区を中心とする横浜
市東部地区において３次救急を担う一方で、重症心身障害児（者）施設を
院内に有する等、横浜市の政策医療の拠点としての役割を果たしている。
　開院当時は全国から集結した医療従事者等、約 850 人のスタッフで運
営を開始した。その後、業容拡大と共に徐々にスタッフ数を増やし、開
院 15 年目となる 2022 年４月１日現在、常勤職員数は 1,482 人の規模と
なった。
　31 の職種からなる多種多様な職員をまとめるべく、当院では「医療
を通じて生命（いのち）を守る」と題した４つの理念、併せて７つの基
本方針を掲げている。基本方針の６番目に「働く職員のための病院作り
―人材の育成、より健全な労働環境の整備」を掲げており、患者さん
に良質な医療を提供する前提として、職員個人の成長にも重点を置いて
いることを明記している（図表０-２）。
　当院の人材開発センターの全体像を図表０-３に示す。2007 年の開院

人材開発部門、当院の場合
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図表０-１　済生会の概要

社会福祉法人恩賜
財団済生会

　明治44年２月11日、明治天皇は、時の総理大臣桂太郎を召されて「恵まれない人々
のために施薬救療による済生の道を広めるように」との済生勅語に添えてお手元金150
万円を下賜された。桂総理はその御下賜金を基金として全国の官民から寄付金を募っ
て同年５月30日恩賜

財団済生会を創立。以来今日まで「施薬救療」という創立の精神を引き
継いで保健・医療・福祉の充実・発展に必要な諸事業に取り組んできた。

　　総裁　秋篠宮皇嗣殿下　　会長　潮谷義子　　理事長　炭谷　茂

■本部＝東京　支部＝40都道府県
■管下の医療・福祉施設
　病院81　診療所19　介護医療院１　介護老人保健施設29　救護施設１
　児童福祉施設25　老人福祉施設122　障害者福祉施設９　看護師養成施設７
　訪問看護ステーション63　地域包括支援センター31　地域生活定着支援センター５
　その他10　合計403（数字は令和３年度）
　さらに巡回診療船「済生丸」が瀬戸内海の59島の診療活動に携わっている。
■職員数　全国で約６万4,000人。

（機関誌『済生』2022年11月号より）

※ 2017年、本部には済生会保健・医療・福祉総合研究所（通称「済生会総研」）が設立
された。

　 研究と人材開発の両面から済生会の理念を実現する組織として、人材開発において
は次世代指導者研修、全国済生会臨床研修指導医のためのワークショップ、済生会
地域包括ケア連携士養成研修会等、済生会職員全体向けの研修を主催している。

図表０-２　東部病院の理念と基本方針

私たちは医療を通じて

生命(いのち)を守ります。

・安心して受けられる医療

・患者さんに優しい医療

・常に一歩先の医療

・地域社会に貢献する医療

理念

１．医療の質の向上

より質の高い医療、特に安全な医療

２．患者さんとご家族の満足度の向上

患者さんに信頼される医療

３．患者さんが参加する医療の展開

患者さんの権利の尊重

４．高度な急性期医療および専門医療の提供

先進的な医療、福祉と連携した総合的な

医療

５．地域から選ばれる病院作り

地域住民、地域医療機関とのパートナー

シップの構築

６．働く職員のための病院作り

人材の育成、より健全な労働環境の整備

７．安定した経営の確保

病院として責任ある経営

基本方針
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時から、当院には現在の当センターにあたる組織が存在した。当センター
は、地域医療推進の基幹部署である医療連携センターや医療の質を総合
的に管理する TQM センターと並ぶ院長直轄組織であり、役員の医師（統
括院長補佐）が人材開発センター長を兼務している。
　当センターは７つの部署からなる。初期臨床研修を主管する初期
臨床研修医室、専攻医のプログラム管理をする専攻医研修室、BLS

（Basic Life Support、一次救命処置）や ICLS（Immediate Cardiac Life 
Support）等、医療系研修の管理運営を行うスキルトレーニング室、図
書室、2017 年度に開設した看護師特定行為研修室（院内外の看護師を
受講生として受け入れ）、2021 年度に認定看護師養成機関として開設し
た小児プライマリケア認定看護師教育課程室、そして、筆者の所属する
人材開発支援室である。このように業務対象は院内にとどまらず、院外
の医療者も対象とした医療人育成の拠点として運営している。

人材開発支援室の体制と業務内容
　人材開発支援室は 2015 年度に開設された。院内研修等を多職種で企

人材開発支援室の体制と業務内容

図表０-３　職員の「学び」を支援する人材開発センター

人材開発センター

専攻医研修室

スキルトレーニング室

図書室

小児ﾌﾟﾗｲﾏﾘｹｱ認定看護師
教育課程室

統括院長補佐（医師）兼務

初期臨床研修医室

看護師特定行為研修室

人材開発支援室
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画する前身の部署が存在はしていたものの、全員が兼務者で構成されて
いたため、専従職員を置いて人材開発領域の業容を拡大・深化させる、
当センターの基幹部署として現体制に改組され、現在に至っている。
　現在の人材開発支援室は、筆者を含む専従者５人（全員事務職）と兼
務者 8 人（看護師、薬剤師、臨床検査技師、診療放射線技師、臨床工学
技士、管理栄養士、公認心理師、事務職）から成り、全職員対象の教育
施策の企画・運用を主業務としている。
　業務割合としては、全職員向け研修の企画・運用業務に多くを割いて
はいるが、ほかにも医療系養成校の窓口として病院実習業務の事務管理、
教育機器の管理・運用、職員が保有する認定資格の一括管理（人事室と
連携）、当院職員が学会の学術集会会長を務める際の事務局支援、そし
て看護師特定行為研修および認定看護師教育課程の事務局として、講義
の運営管理や厚生労働省・日本看護協会等、関連機関とのやりとりと、
その業務内容は多岐にわたっている（図表０-４）。
　次に、業務の進め方について述べる。上述の通常業務を専従者が行う
ことに加え、原則月１回の当室全体会（通称、支援室会議）に専従者・
兼務者全員が集まり、年度計画の進捗共有やその時々に発生した案件に
関して議論および意思決定を行っている。
　当院では各部署とも、バランスト・スコアカード（BSC）をアレンジ

図表０-４　人材開発支援室の業務内容

① 各種研修の企画・運営（階層別・テーマ別）

※全職員対象を主に扱う。

② 医療系学校等依頼の実習・研修関連事務

③ 教育環境の整備（eﾗｰﾆﾝｸﾞ、大型ﾌﾟﾘﾝﾀ等）

④ 研修受講履歴・認定資格の管理

⑤ 研究支援（学会事務局等）

⑥ 看護師特定行為研修事務局

（講義運営支援、厚生労働省対応等）

⑦ 小児プライマリケア認定看護師教育課程事務局

（講義運営支援、日本看護協会対応等）




